
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
○
四
○
二
・
一
○
号
中
「
受
け
る
児
童
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊
び

及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
受
け
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
」
を
加
え
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
九
○
五
・
三
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
九
○
五
・
三
九

そ
の
他
の
も
の

一

一
・
六
―
ヘ
キ
サ
ン
ジ
オ
ー
ル

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

「

別
表
第
二
九
二
三
・
九
○
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

「

二

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
（
エ
チ
ル
）
（
ジ
メ
チ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝

ブ
ロ
ミ
ド
及
び
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
（
エ
チ
ル
）
（
ジ
メ
チ
ル
）
ア

四
・
六
％

を
」

に
改

ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ド

無
税



三

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

」

め
る
。

（
関
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
第
三
項
中
「
保
存
）
（
第
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
行
わ
れ
た
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
（
第
九
十
四
条
の
五
に
規

定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
電
磁
的
記

録
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
存
が
関
税
の
納
税
義
務
の
適
正
な
履
行
に
資
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
（
当
該
保
存
義
務
者
に
よ
り
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
の
保
存

が
行
わ
れ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
要
件
を
満
た
し
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
条
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
六
年
度
」

を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
第
三
項
中
「
国
で
」
を
「
国
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
国
で
あ
つ
て
、
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
一
○
号
中
「
受
け
る
児
童
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊

び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
受
け
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
」
を
加
え
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
表
第
一

八
○
六
・
一
○
号
中
「
二
○
・
四
％
」
を
「
一
九
％
」
に
改
め
、
同
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
中
「
二
○
・
九
％
」
を
「
一

九
・
九
％
」
に
改
め
、
同
表
第
一
九
○
一
・
九
○
号
中
「
二
二
・
三
％
」
を
「
二
一
・
二
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
一
○

六
・
一
○
号
中
「
七
・
七
％
」
を
「
五
・
八
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
中
「
二
二
・
三
％
」
を
「
二
一
・

二
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
九
・
○
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



二
九
・
三
四

核
酸
及
び
そ
の
塩
（
化
学
的
に
単
一
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
並

び
に
そ
の
他
の
複
素
環
式
化
合
物

そ
の
他
の
も
の

二
九
三
四
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

リ
チ
ウ
ム
＝
ビ
ス
（
オ
キ
サ
ラ
ト
）
ボ
ラ
ー
ト

無
税

別
表
第
一
の
三
中
「
令
和
七
年
三
月
三
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
、
同
表
第
○
四
○
二
・
一
○
号
中

「
受
け
る
児
童
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
受
け
る
乳

児
若
し
く
は
幼
児
」
を
加
え
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
の
二
、
別
表
第
一
の
六
及
び
別
表
第
一
の
八
中
「
令
和
七
年
三
月
三
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
一

日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
関
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
以
後
に
関
税
法

第
十
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
が
到
来
す
る
関
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
当
該
法
定
納
期
限
が
到
来
し

た
関
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。




